
船舶事故調査報告書 

令和６年１１月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年１１月２７日 １１時２０分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保市高
たか

島南東方沖 

 牛
うし

ケ首
が く び

灯台から真方位１２４°２.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°０８.３′ 東経１２９°３７.２′） 

事故の概要  プレジャーボートマイスターは、東北東進中、また、漁船しんえい

丸は、東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和５年１２月６日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート マイスター、３.２トン 

２９２－４３８７７長崎、株式会社マイスター 

Ｂ 漁船 しんえい丸、０.６トン 

ＮＳ３－５０６３７５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷等 

Ｂ 右舷中央部外板に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 南南東、波高 約６０cm、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、高島南西方沖で釣りを行った

後、帰航を開始し、船長Ａが、操舵室の操縦席に腰を掛け、手動操舵

として約１９ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、高島

南東方沖を東北東進していた。 

船長Ａは、進路上の浮瀬（水上岩）東方沖に養殖施設があることを

知っており、同施設の区画を示した黄色ブイを探そうと、船首方のみ

に注意を向けながら航行していたところ、左舷方から接近するＢ船に

気付かず、Ａ船の左舷船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、一本釣り漁の目的で、浮瀬南東

方沖の漁場に向けて係留地を出航した後、船長Ｂが、船尾部の物入れ

の蓋に腰を掛け、船外機を操作して約１０knの速力で、高島南東方沖

を東進していた。 

船長Ｂは、南南東方からの波を右舷側に受け、右舷方から波しぶき

が上がる中、波しぶきが顔に掛かるのを避けようと、左舷方に顔を向

けて航行していたところ、右舷方から接近するＡ船に気付かず、Ｂ船

とＡ船とが衝突した。 



船長Ａ及び船長Ｂは、衝突後、お互いに怪
け

我
が

がないこと及び船体の

損傷状況を確認した後、船長Ａが１１８番通報を行った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

分析 

 

Ａ船は、東北東進中、船長Ａが、養殖施設のブイを探そうと、船首

方のみに注意を向け、左舷方の見張りを適切に行っていなかったこと

から、左舷方から接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

 Ｂ船は、東進中、船長Ｂが、右舷方から上がる波しぶきを避けよう

と、左舷方に顔を向け、右舷方の見張りを適切に行っていなかったこ

とから、右舷方から接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと

考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が東北東進中、Ｂ船が東進中、船長Ａが、養殖施設

のブイを探そうと、船首方のみに注意を向け、また、船長Ｂが、波し

ぶきを避けようと、左舷方に顔を向け、共に周囲の見張りを適切に

行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、特定の方向のみに注意を向けることなく、常

時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

・操舵室のない船舶の船長は、航行中、波しぶきが顔に掛かり見張

りの支障となる場合、減速したり、時折、停船して周囲の見張り

を行ったりすること。 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ａ船及びＢ船の各航行経路は、船長Ａ及び船長Ｂ
の各口述に基づくもの。 
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